












２００８年～２０２２年までの累計











● 飲酒事故の場合､他の犯罪の不祥事
（痴漢･盗撮･窃盗等）に比べ､更に､プラス
して大きな責任を負うことになる

● もう１つは､ケガの程度に応じて､その補償
として損害補償を支払わなければならない

● １つは､法律違反の代償として､運転免許証
の行政処分も受ける



今回の事案は､飲酒して
「６時間寝た､酒は残っていない」

であったが､基準の３倍近いアルコール
数値が検出された

では､６時間で解毒される酒の量
は？
ビール ＝ ７５０ｍｌ
チューハイ ＝ ７００ml
日本酒 ＝ ２７０ｍｌ



● 飲酒し､酒気を帯びた状態で､自動車を
運転する行為

● 刑罰は､３年以下の懲役又は､５０万円
以下の罰金



受ける行政処分は？

● 運転免許証取消し処分

● 違反合計点数 ～ ２５点

欠格期間は､１年間

● 酒気帯び運転 ０．２５ｍｌ以上 ～ ２５点



● 更に､もう一つ､大きな影響
(被害)を受ける

● ＳＮＳ上に､その人に関する
誹謗中傷やその個人情報が
晒される

● 晒された情報は､虚偽の
事実が多く､含まれている





● これまでは､相手がいない､単独違反

● 第３者に､被害を与えた場合は､更に負う
責任が増える

● 人身事故の場合

｢ ｣+｢ 」+｢ ｣
の３つで責任を負わなければいけない

● 「民事」の責任とは､お金である



● 当然､被害者が社長や医師等の高額

所得者の場合は､賠償金が高くなる

● 毎年の医療費や将来の介護費も

加算される

● 事故状況によって､総額から被害者

の過失(〇％)を掛け差し引いた金額

が､最終金額となる

● 賠償金は､死亡事故より重い後遺症

が残る事故の方が､賠償金が高くなる

● 賠償金は､今後､被害者が得るはず

だった数十年の所得分が請求される





● 酒気を帯びた状態で､自動車運転中の
過失により､人を死亡､ケガさせる犯罪

● 刑罰は､７年以下の懲役又は､１００万円
以下の罰金



● 身体的能力が､ を受け
危険や回避方法を判断する能力が低下し
た状況で運転し､

● 刑罰は､死亡の場合
負傷の場合



※ ４年間の欠格期間



(３年以下の懲役刑)



１ 子どもが自転車で車に当たる

２ 大丈夫です、と言って立ち去る

３ この時､あなたは？



１ 子供に､ケガがない事を確認し､見た

目も異常がなかったし､既に､子供が

立ち去ったので､そのまま帰宅した

2 子供は立ち去ったが､交通事故を起こ

したのでとりあえず､110番通報した



必ず、警察に届け出なければならない

● 警察は、相手のいない物件事故として処理

● その後、相手が届出れば正式に事故として

受理後、相手に､ケガがあれば、人身事故と

して処理する

● 結果的に小学生は全治２0日のケガ



1 事故を起こしたが､警察に連絡しなかった～報告義務違反（点数2点）

2 事故の原因は､左右の安全確認不足～安全運転義務違反（点数2点）

3 子供は全治２0日のケガ､全治15日～３０日未満（点数６点）

4 結果

2点＋2点＋６点＝１０点





● 飲酒運転は､重大な犯罪である

● 職や退職金等の全てを失う

● 今年は､公務員の不祥事が多発

● 他にも色々な不利益を被る


